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令和５年７月２０日 

こども健全育成課 

市政記者各位 

福岡市若者総合相談センター ユースサポートｈｕｂを 

舞鶴庁舎５階に移転します。 

不登校やひきこもり等社会生活を送る上で困難な状況にある若者とその家族を支援する、福岡市若者総

合相談センター「ユースサポートｈｕｂ」が、8/22（火）に「福岡市舞鶴庁舎」へ移転します。 

また、移転日の 8/22（火）から、来所が難しい事情がある場合に利用できる Zoomによるオンライン相談

を新たに開始します。 

本件につきまして、広報へのご協力をお願いします。 

記 

１ ユースサポートｈｕｂについて 

(1) 名称  福岡市若者総合相談センター「ユースサポートｈｕｂ」 

(2) 開設場所  中央区舞鶴１丁目４－１３ 舞鶴庁舎５階（８/２２（火）から） 

(3) 連絡先   ＴＥＬ ０９２－４０１－０３１８ 

ＦＡＸ ０９２－４０１－０８９９ 

※連絡先は移転前後で変更ありません。

(4) 対象者 市内在住の概ね１５歳～３９歳までの方、 

そのご家族など 

(5) 相談方法 来所面談、電話相談またはオンライン相談 

（いずれも要予約、相談無料） 

(6) 開設日時 火曜日～土曜日 １０：００～１８：００ 

（日、月、祝日、年末年始（１２/２９～１/３）は休業） 

(7) 相談内容  不登校、ひきこもり、就職不安、生活困窮、発達障がい、非行 等 

(8) その他   ８/１９（土）までは、現在の場所（六本松 2丁目 2-5 Storefront402号室）で 

開設しています。 

２ オンライン相談について 

(1) 受付日時  火曜日～土曜日（日、月、祝日、年末年始（１２/２９～１/３）は休業） 

相談時間は「１１：００～１２：００または１４：３０～１５：３０」のいずれか 

※オンライン相談は８/２２（火）からご予約受付を開始します。

(2) 予約方法  ユースサポートｈｕｂのホームページ（https://www.youthsupporthub.com）の申請 

フォームからご予約できます。 

【問い合わせ先】 

こども未来局こども健全育成課 

香月（かつき）、紫垣（しがき） TEL：092-711-4188 ユースサポート hub
ホームページ



ユースサポート hub 相談・支援の流れ

行政機関、民間団体、 

医療機関など 

支援機関など 

ユースサポート hub

若者（概ね 15 歳～39 歳）、保護者 など

中学校、高校 

（教員、ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ、 

 ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ 等） 
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公認心理師、社会福祉士等の資格を持った専門相談員 

来所面談・電話相談、オンライン相談にて状況を把握 

早
期
把
握

個別の支援

若者や家族に対する相談助言 

行政機関や民間団体等へつなぐ支援 
（必要な場合、同意に基づき情報共有） 

支援機関や学校などへの助言 

若者や家族への心理的サポート 

行政機関や民間団体の紹介 

様々な分野の機関とユースサポート hub

で連携支援し、適切なサポート方法を検討 

 

            

社会参加、社会的・職業的自立へ

適切な機関による継続的なサポート 

状況に応じ支援内容を調整 

（参考） 

～福岡市若者支援地域協議会～ 
子ども・若者育成支援推進法第１９条第１項の規定

に基づき、社会生活を円滑に営む上で困難を有する

子ども・若者に対する支援を実施するために、令和

４年４月１日に設置。若者支援を行う国、県、市の公

的機関等で構成。

～福岡市若者支援団体ネットワーク～ 
福岡市内で若者の支援を行う民間団体が、それぞ

れの得意分野を活かして連携した支援を行うため

に、令和４年４月１日に設置。 

令和５年６月末現在、ＮＰＯ法人等２９団体が参

加。
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